〇田辺市雇用維持支援補助金
【申請要領】


制度の概要
　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、労働者の雇用維持を図ろうとする市内事業主に対して補助金を支給します。
　
対象要件
・令和２年１月24日以降に休業等を実施し、国の雇用調整助成金の支給決定を受けたもののうち下記要件に該当するもの
・市内に事業所を有する個人事業主又は法人

申請手続き（休業及び教育訓練の場合）
田辺市商工振興課（本庁舎別館３階）の窓口（郵送可）へ、申請書、国の助成金の関係書類等の写しなど必要書類を提出してください。
　【必要書類】
　　（１）交付申請書（別記様式第１号）
　　（２）田辺市雇用維持支援補助金額算定書（別記様式第２号）
　　（３）実績一覧表（別記様式第３号又は４号）
　　（４）対象労働者の労働者名簿
　　（５）国の助成金の支給決定通知書の写し
　　（６）国の助成金の提出書類一式の写し
　　（７）市税完納証明書
　　（８）請求書（別記様式第６号）
　　

　（１）交付申請書（別記様式第１号）
交付申請書に、事業所住所、事業所名、代表者名、電話番号を記入します。日付、交付申請額は空白のまま提出してください。



　（２）田辺市雇用維持支援補助金算定書（別記様式第２号）
　赤枠薄黄色のセルに記入していただきます。薄緑色のセルは自動入力となっています。基本的に赤枠薄黄色部分は、（３）実績一覧表（別記様式第３号又は４号）から転記いただくことになりますので、先に（３）の実績一覧表を完成させてください。

・各項目の入力方法
· （１）について…国の雇用調整助成金の算定根拠となった基準賃金額（小規模事業者の方で、休業手当総額を算定根拠としている場合は、休業総手当額を（３）のとの合計休業延日数で除した額）を記入します。国の助成金の提出書類一式の中の算定書に記載されている数字を参考にしてください。
· （２）について…自動計算
（１）の1/10の額で、上限が1,500円となります。ただし、国の助成金の助成額単価と市の補助金の補助金額単価の合計は15,000が上限となります。
· （３）について…別記様式第３号の実績一覧表から転記していただきます。
· （４）について…自動計算
· （５）について…自動計算
· （６）について…国の緊急雇用安定助成金の算定根拠となった平均休業手当日額（小規模事業者の方で、休業手当総額を算定根拠としている場合は、休業手当総額を（８）の合計休業延日数で除した額）を記入します。国の助成金の提出書類一式の中の算定書に記載されている平均休業手当日額と同額を入力してください。
· （７）について…自動計算
（１）の1/10の額で、上限が1,500円となります。ただし、国の助成金の助成額単価と市の補助金の補助金額単価の合計は15,000が上限となります。
· （８）について…別記様式第４号の実績一覧表から転記していただきます。
· （９）について…自動計算
· （10）について…自動計算
· （11）について…市の補助金申請が２回目以降となる場合は記入いただきます。
· （12）について…１事業者上限30万円となるので、（11）の金額と合わせて30万円を限度に支給します。


（３）休業等の実績一覧表（別記様式第３号又は第４号）
· 雇用調整助成金の支給を受けている方・・・別記様式第３号（雇用保険被雇用者用）
薄黄色のセルに記入していただきます。薄緑色のセルは自動入力となっています。
休業の場合は休業にチェック、教育訓練の場合は教育訓練にチェック、両方の場合は両方にチェックしていただきます。
判定基礎期間については、毎月の賃金の締切日の翌日から、その次の締切日までの期間です。国の助成金の提出書類一式の中の判定基礎期間と同時期としてください。
表内については、対象労働者の氏名、住所、雇用保険番号、休業等の日数・時間数を記入いただきます。市の補助金の場合、国の助成金の対象となった対象労働者のうち、田辺市民が対象労働者となるので、市外の方を除いて、国へ提出した実績一覧表から転記していただきます。
また、休業等の日数については、４月１日以降の日数のみ記載していただきます。基礎判定期間の始期が４月１日以前の場合は、４月１日以前の日数が含まれていないかを勤務表や出勤簿等で確認してください。

· 緊急雇用安定助成金の支給を受けている方・・・別記様式第４号（雇用保険被雇用者用）
薄黄色のセルに記入していただきます。薄緑色のセルは自動入力となっています。
緊急雇用安定助成金の場合は、教育訓練はありません。休業のみの適用になります。
判定基礎期間については、毎月の賃金の締切日の翌日から、その次の締切日までの期間です。国の助成金の提出書類一式の中の判定基礎期間と同時期としてください。
表内については、対象労働者の氏名、住所、雇用保険番号、休業の日数・時間数を記入いただきます。市の補助金の場合、国の助成金の対象となった対象労働者のうち、田辺市民が対象労働者となるので、市外の方を除いて、国へ提出した実績一覧表から転記していただきます。
また、休業等の日数については、４月１日以降の日数のみ記載していただきます。基礎判定期間の始期が４月１日以前の場合は、４月１日以前の日数が含まれていないかを勤務表や出勤簿等で確認してください。


（４）対象労働者の労働者名簿
事業者で管理している労働者名簿のうち対象労働者（国の助成金の算定対象となった対象労働者のうち田辺市民）の労働者名簿を提出してもらいます。（６）の国の助成金の提出書類一式の写しの中に労働者名簿がある場合は、提出は不要です。また、労働者名簿に代わり、氏名・住所が確認できる書類（職員名簿など）があれば代用していただいても構いません。


（５）国の助成金の支給決定通知書の写し
　　判定基礎期間（１ヶ月～３ヶ月）の終了後２か月以内に国の助成金の支給申請を行い、その後事業主に支給決定通知書が届けられます。市への申請は支給決定通知が届いてからとなります。



（６）国の助成金の提出書類一式の写し
· （１）計画届関係
　　　　①休業等実施計画（変更）届
　　　　②雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
　　　　③休業協定書
　　　　　・休業協定書と労働組合の組合員数を確認できる書類もしくは労働者代表選任書など
　　　　④事業所の状況に関する書類
　　　　　・常時雇用する労働者の人数を把握できる書類。労働者名簿及び役員名簿など
· （２）支給申請関係
　　　　①支給要件確認申立書・役員等一覧
　　　　②（休業等）支給申請書
　　　　③助成額算定書
　　　　④労働・休日の実績に関する書類
　　　　　・出勤簿、タイムカードなどの書類
　　　　　・勤務カレンダー、シフト表などの書類
　　　　⑤休業手当・賃金の実績に関する書類
　　　　　　・賃金台帳、給与明細書（判定基礎期間に係るもの）
　　　　⑥就業規則、給与規定、労働条件通知書などの書類
　　　　⑦労働組合等との協定書又は労働基準監督署への届出書の写し

・国へ提出した書類の一式の写しを提出して頂きます。国へ申請書類を提出される際は提出書類の控えを保管しておくようにしてください。


（７）市税完納証明書
　　本庁舎本館２階税務課納税推進室にて取得していただきます。手数料は200円です。法人であれば法人名の納税証明書を個人事業主であれば、個人の納税証明書を取得いただきます。
　　また、申請者が市外の場合は、申請者住所地にて市税の完納証明書を取得いただきます。

（８）請求書
[bookmark: _GoBack]請求書に、事業所住所、事業所名、代表者名、電話番号、振込口座を記入してください。日付、交付請求額は空白のまま提出してください。



申請手続き　※出向の場合
田辺市商工振興課（本庁舎別館３階）の窓口（郵送可）へ、申請書、国の助成金の関係書類等の写しなど必要書類を提出してください。
　【必要書類】
　　（１）交付申請書（別記様式第１号）
　　（２）出向元事業所賃金補塡額・負担額調書兼補助金額算定書（別記様式第５号）
　　（３）対象労働者の労働者名簿
　　（４）国の助成金の支給決定通知書の写し
　　（５）国の助成金の提出書類一式の写し
　　（６）市税完納証明書
　　（７）請求書（別記様式第６号）


（１）、（３）～（７）について
休業及び教育訓練の場合の申請手続き方法をご覧ください。


（２）出向元事業所賃金補塡額・負担額調書兼補助金額算定書（別記様式第５号）
表内については、国へ提出した出向元事業所賃金補塡額・負担額調書から転記してください。出向労働者欄については、田辺市民であることを確認するため、住所を記載してください。出向する以前に住民票を置いていた住所を記載してください。田辺市外の方については、記載しないようにしてください。
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